
令和６年度

札幌市医療安全推進協議会 基幹会議

日時：令和６年８月７日（水）18:00～

場所：WEST19 ２階 大会議室

次第４（１）

■札幌市医療安全推進協議会

基幹会議 実施報告

報告事項（令和５年度）
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基幹会議実施報告

Ｒ２～４年度

新型コロナウイルス感染症対応のため、

メール等による意見照会形式で実施。

Ｒ５年度

従前のとおり、集合形式で開催。

・Ｒ４年度事業報告

・Ｒ５年度事業計画案
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次第４（２）ア～オ

■医療安全推進事業報告

報告事項（令和５年度）
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・医療安全講習会

・院内感染対策セミナー

・院内感染報告

・事業概要

・出前講座
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医療安全講習会について

９月下旬～10月31日

オンデマンド形式（Youtube）による動画配信

視聴回数 2,516回
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医療安全講習会アンケート結果①

とてもよかった
73.5％

まあよかった
24.8％

どちらともいえない
1.2％

よくなかった
0.6％

有効回答：339件

Q：講義受講の感想
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医療安全講習会アンケート結果②

期待どおり
87.0％

どちらともいえない
12.7％

期待どおりではない
0.3％

Q：講義は期待していた内容だったか

有効回答：339件
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医療安全講習会アンケート結果③

参考になる
98.5％

どちらともいえない
1.2％

参考にならない
0.3％

有効回答：339件

Q：今後の参考になるか
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院内感染対策セミナーについて

11月下旬～12月25日

オンデマンド形式（Youtube）による動画配信

視聴回数 2,535回

8

院内感染対策セミナー アンケート結果①

Q：講義受講の感想

とてもよかった
64.9％

まあよかった
31.2％

どちらともいえない
3.6％

よくなかった
0.3％

有効回答：333件
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院内感染対策セミナー アンケート結果②

Q：講義は期待していた内容だったか

期待どおり
77.8％

どちらともいえない
19.8％

期待どおりではない
2.4％

有効回答：333件
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院内感染対策セミナー アンケート結果③

Q：今後の参考になるか

有効回答：333件

参考になる
92.8％

どちらともいえない
6.6％

参考にならない
0.6％
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動画配信型研修について

●場所や時間を気にせず受けやすかった。

●時間的な制約がなくて良い。

●気になるところを再視聴できる。

●メモをとるときに一時停止できる。
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院内感染報告について

■報告基準（任意報告）

①同一の感染症による若しくは関連が否定できない死亡
事例が確認された場合又は重篤者が１週間内に２名以
上発生した場合

②同一の感染症の患者又はそれらが疑われる者が10名
以上又は全入院患者の半数以上発生した場合

③前二号に該当しない場合であっても、通常の発生動向
を上回る感染症等の発生が疑われる場合、又は重大な
院内感染事例が発生した場合など、特に管理者が報告
を必要と認めた場合
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院内感染報告について

■報告の対象となる感染症

①感染性胃腸炎
２件

②インフルエンザ
９件

③多剤耐性菌（感染症法における全数報告対象を除く）
０件

④新型コロナウイルス感染症
110件
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事業概要の作成について

●医療安全支援センターの概要

●医療安全相談窓口

・市民相談状況

・市民相談事例

●講習会・セミナー

●札幌市医療安全推進協議会
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出前講座の実施について

１０団体（３６５名参加）に対して開催
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次第４（２）カ

■医療安全推進事業報告

報告事項（令和５年度）

17

・市民相談結果の概要について
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相談件数の推移

【令和５年度の総相談件数】 2,054件
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相談内訳（相談者の納得度）
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納得した
75.0％

おおむね納得した
12.1％

あまり納得しない
3.4％

その他
5.8％まったく納得しない

3.7％

相談件数：2,054件
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相談内訳（対象施設別）
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病院又は一般診療所
60.4％

相談件数：2,054件

歯科診療所
3.6％

施設非特定
30.4％

薬局等
2.1％

施術所、助産所
1.0％

その他
2.5％

相談内訳（対応内容別）
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アドバイスで終了
60.3％

他機関を紹介
19.1％

施設への立入調査・指導
0.7％

その他の方法による
調査指導

0.9％

医療機関を案内
2.6％

原因施設へ要望・要請
8.6％

相談件数：2,054件

その他
7.6％

他機関に照会・調査依頼
0.2％
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相談内訳（診療科目別）

0 50 100 150 200 250 300

精神科・心療内科
内科

整形外科・リハビリテーション科
歯科
眼科

循環器内科・循環器外科
泌尿器科

脳神経外科
呼吸器内科・呼吸器外科

皮膚科
消化器内科・消化器外科
産科・婦人科・産婦人科

耳鼻咽喉科
小児科

美容外科
外科

神経内科
形成外科

アレルギー科
肛門外科

件数

相談件数：2,054件
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相談内訳（相談内容別）

0 50 100 150 200 250 300

薬（品）に関すること

制度について尋ねるもの

診療報酬等

医療過誤に関すること

診療拒否に関すること

転院・退院

健康や病気に関すること

医療機関等の紹介、案内

基本的マナーに関すること

診療内容に関すること

件数

相談件数：2,054件
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相談内訳（相談時間）
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事例紹介（診療内容）

医師（歯科医師）の診療に納得いかない。

診療内容について説明してくれなかった。

・医療提供者には、患者に対して説明を行い、患者の理解を

得るように努める義務がある旨を説明。

・不明点については医師（歯科医師）に説明を求めるよう

助言。

・相談者の要望に応じて、医療機関に相談内容を情報提供・

助言
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医療法第１条第４項第２号（抜粋）
医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、
医療の受ける者の理解を得るように努めなければならない。
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事例紹介（診察拒否）

医師（歯科医師）から、診察を拒否された。

・医師（歯科医師）には、いわゆる「応招義務」があるが、

正当な理由があればこの限りではない旨を説明。

・診察拒否の理由が不明である場合には、医師（歯科医師）

に説明を求めることを助言。

・要望に応じて医療機関に相談内容を情報提供・助言
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医師法（歯科医師法）第19条第１項（抜粋）
診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な
事由がなければ、これを拒んではならない。

事例紹介（薬品に関すること）

処方された薬品の使用期限が切れていた。

・施設立ち入りを実施し、聞き取りを実施。

・薬品の期限管理に不備があったことを確認。

・今後の改善点について報告書の提出を求めた。
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・医療安全講習会の実施について

・院内感染対策セミナーの実施について

・事業概要の作成について

・出前講座について

議事事項（令和６年度）
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次第５（１）（２）

■医療安全推進協議会の運営方針について

■医療安全推進事業計画について

協議会の運営方針について

１ 協議会の運営方針について
■基幹会議：原則１回実施
■専門会議：現時点では開催予定なし

必要に応じて開催を検討

２ 電子メールによる意見照会等
事業概要に関する意見照会を予定
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医療安全講習会の実施について

●方 法

オンデマンド方式（YouTube配信）

●時 期

９月～（予定）

●テーマ候補

⑴ 医療事故と法律

⑵ 医薬品安全管理
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院内感染対策セミナーの実施について

●方 法

オンデマンド方式（YouTube配信）

●時 期

11月～（予定）

●テーマ候補

⑴ インフルエンザ、感染性胃腸炎

⑵ 多剤耐性菌
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事業概要（R5年度データ）の作成について

10月～ 作成開始

11月～ 各委員宛て意見照会（メール）

12月 集約、編集

１月 公開、周知 ※例年よりも早期公開

32

SDGｓ推進の観点から

冊子作成を取り止め、データ公開のみ

令和６年度 出前講座について

市民の要望に応じて随時開催
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